
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力映像信号による映像を表示する液晶パネルと、該液晶パネルを照射する光源とを有
し、前記入力映像信号の特徴量に基づいて前記光源の発光輝度を制御する液晶表示装置に
おいて、
　前記入力映像信号の特徴量の変化に対する前記光源の発光輝度の追従性を、前記液晶パ
ネルに表示する映像のジャンルに応じて可変制御することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記入力映像信号の特徴量を測定する特徴量測定部と、該特徴量測定部で測定された前
記特徴量の変化の度合を制御するフィルタとを有し、
　該フィルタは、現在のフレーム 過去Ｎフレーム（Ｎは自然数）における特徴量に対し
て、予め定めた重み付け係数を用いて加重平均して出力し、
　前記フィルタの出力を用いて前記発光輝度の制御を行うことを特徴とする請求項１に記
載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記加重平均に使用する定数が、前記液晶パネルに表示する映像のジャンルに応じて変
更されることを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記加重平均に使用する定数を、前記液晶パネルに表示する映像のジャンル毎に予め記
憶している記憶手段を備えたことを特徴とする請求項３に記載の液晶表示装置。
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【請求項５】
　前記加重平均に使用する定数が、前記Ｎの値を前記液晶パネルに表示する映像のジャン
ルに応じて可変する定数であることを特徴とする請求項３又は４のいずれかに記載の液晶
表示装置。
【請求項６】
　前記加重平均に使用する定数が、前記重み付け係数を前記液晶パネルに表示する映像の
ジャンルに応じて可変する定数であることを特徴とする請求項３又は４のいずれかに記載
の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記入力映像信号の特徴量として、少なくとも入力映像信号の１フレーム単位の平均輝
度レベルを用いることを特徴とする請求項１ないし６いずれか１に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記入力映像信号を伸縮するとともに、前記光源の発光輝度を制御することを特徴とす
る請求項１ないし７のいずれか１に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記入力映像信号に対する階調変換特性を変更するとともに、前記光源の発光輝度を制
御することを特徴とする請求項１ないし７のいずれか１に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置、より詳細には映像のジャンルに応じてバックライト光源の発
光輝度を制御するようにした液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　映像信号に従って光源光を変調する液晶パネルと、その液晶パネルを照明するためのバ
ックライト等の光源を備えた液晶表示装置において、表示映像の変更に伴って光源の発光
輝度を制御することにより、表示映像の品位を改善するようにした技術が提案されている
。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、表示内容に適するようにコントラストとバックライト輝度を
自動的に制御する液晶表示装置が開示されている。この液晶表示装置は、入力映像信号の
最大輝度レベルと最小輝度レベルとの差が大きい場合には、表示映像のコントラストを下
げ、その差が小さい場合には表示映像のコントラストを上げる。また入力映像信号の最大
輝度レベルと最小輝度レベルの平均値が高い場合には、バックライトの輝度を下げ、平均
値が低い場合にはバックライトの輝度を上げることで、常に一定の表示輝度が得られるよ
うにしている。
　さらに、表示内容に変更があってから、コントラスト値あるいはバックライトの輝度値
の制御を行うまでのタイマー時間を任意に設定可能としているので、表示内容の変更が煩
雑に起こった場合の画面のちらつきを防止するようにしている。
【０００４】
　また特許文献２には、映像の黒レベルの浮きによる表示品位の低下を改善するために光
源の発光輝度を制御するとき、光源の輝度変化が知覚されることによる表示映像の違和感
を改善するようにした映像表示装置が開示されている。液晶表示装置のＡＰＬ検出部は、
入力映像信号のＡＰＬ（平均輝度レベル）を検出してＡＰＬ信号として出力する。また中
間制御信号作成部は、入力映像信号のＡＰＬの変化に追従して、単位フィールド期間毎に
変化する中間制御信号を作成する。また信号変化制御部は、設定された時定数に基づいて
中間制御信号の変化速度を制御し、この中間制御信号をゆっくりとした変化速度を持つ信
号に変換し、光源制御信号として出力する。
【０００５】
　このようにして、光源の発光輝度を、映像信号の変化に関わらずゆっくりと変化させる
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。このとき、光源の発光輝度が低くなる方向に制御するときの変化速度を、発光輝度が高
くなる方向に制御するときよりも速くすることで、映像シーンが暗いシーンに変化したと
きの、光源の発光輝度が高いことによる黒浮きなどの表示品位の低下を改善している。ま
た一方では、映像シーンが暗いシーンから明るいシーンに変化する際の光源の輝度変化に
よる不自然さを抑えることで、表示映像の品位を全体として改善することができるように
している。
【０００６】
　また、特許文献３では、コントラスト感の不足および黒浮きの発生による表示映像の品
位低下を改善するとともに装置の信頼性を向上させるようにした液晶表示装置が開示され
ている。液晶表示装置のＡＰＬ検出部は、入力映像信号の単位フィールド期間毎のＡＰＬ
を検出する。また光源制御データ作成部は、ＡＰＬ検出結果に応じ、ＡＰＬが０％～所定
値Ａ１のときには光源を安定駆動できる最小レベルの光源制御信号を生成し、ＡＰＬが所
定値Ａ２～１００％のときには光源を安定駆動できる最大レベルの光源制御信号を生成し
、ＡＰＬが所定値Ａ１～所定値Ａ２のときにはＡＰＬに応じて動的に変動する光源制御信
号を生成する。
　そしてこれらの光源制御信号に基づいて光源を駆動することで、微小なＡＰＬの変化に
対しては光源制御レベルを追従させないようにしている。これは微小なＡＰＬの変動に対
してその都度光源制御レベルを追従させることは、コントラストを向上させるメリットよ
りも光源の信頼性が損なわれるデメリットの方が大きく、好ましくないとされている。
【特許文献１】特開平５－１２７６０８号公報
【特許文献２】特開２００２－３５７８１０号公報
【特許文献３】特開２００３－３６０６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　一般的に、表示映像はジャンルによって異なる特徴を持っており、例えば、映画では他
のジャンルに比べて暗いシーンが多かったり、ゴルフでは芝生の場面などの一定レベルの
明るさの映像が多いが、ティーショット時には空が映るなど急激に明るさが変化するよう
なことがある。
　上記従来例のように、表示映像の変化に伴ってバックライト等の光源の明るさを制御す
る場合、表示映像の変化に対してゆっくりと光源輝度を変化させるなど変化速度を制御す
るもの、あるいは規定レベル以下の表示映像の変化に対しては光源輝度を追従変化させな
いようにしたものはあった。
　しかし、上記従来例のものにおいては、表示映像の変化に対する光源輝度の追従性を、
表示映像のジャンルなどに関わらず一律に変化させるので、例えば映画の暗いシーンでは
字幕変化に対してゆっくりと光源の明るさを追従変化させて画面輝度の不自然な変化を抑
える一方、ゴルフでの急激な明るさ変化に対しては素早く光源の明るさを追従変化させて
画面の輝度変化の違和感を抑える等のきめ細かな光源制御ができなかった。
【０００８】
　本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたものであって、表示すべき映像のジャン
ルに応じて最適な表示品位の映像表示を実現するバックライト制御特性を備えた液晶表示
装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、第１の技術手段は、入力映像信号による映像を表示する液
晶パネルと、液晶パネルを照射する光源とを有し、入力映像信号の特徴量に基づいて光源
の発光輝度を制御する液晶表示装置において、入力映像信号の特徴量の変化に対する光源
の発光輝度の追従性を、液晶パネルに表示する映像のジャンルに応じて可変制御すること
を特徴としたものである。
【００１０】
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　第２の技術手段は、第１の技術手段において、入力映像信号の特徴量を測定する特徴量
測定部と、特徴量測定部で測定された特徴量の変化の度合を制御するフィルタとを有し、
フィルタは、現在のフレーム 過去Ｎフレーム（Ｎは自然数）における特徴量に対して、
予め定めた重み付け係数を用いて加重平均して出力し、フィルタの出力を用いて発光輝度
の制御を行うことを特徴としたものである。
【００１１】
　第３の技術手段は、第２の技術手段において、加重平均に使用する定数が、液晶パネル
に表示する映像のジャンルに応じて変更されることを特徴としたものである。
【００１２】
　第４の技術手段は、第３の技術手段において、加重平均に使用する定数を、液晶パネル
に表示する映像のジャンル毎に予め記憶している記憶手段を備えたことを特徴としたもの
である。
【００１３】
　第５の技術手段は、第３または第４のいずれか１の技術手段において、加重平均に使用
する定数が、Ｎの値を液晶パネルに表示する映像のジャンルに応じて可変する定数である
ことを特徴としたものである。
【００１４】
　第６の技術手段は、第３または第４のいずれか１の技術手段において、加重平均に使用
する定数が、重み付け係数を液晶パネルに表示する映像のジャンルに応じて可変する定数
であることを特徴としたものである。
【００１５】
　第７の技術手段は、第１ないし第６のいずれか１の技術手段において、入力映像信号の
特徴量として、少なくとも入力映像信号の１フレーム単位の平均輝度レベルを用いること
を特徴としたものである。
【００１６】
　第８の技術手段は、第１ないし第７のいずれか１の技術手段において、入力映像信号を
伸縮するとともに、光源の発光輝度を制御することを特徴としたものである。
【００１７】
　第９の技術手段は、第１ないし第７のいずれか１の技術手段において、入力映像信号に
対する階調変換特性を変更するとともに、光源の発光輝度を制御することを特徴としたも
のである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、表示すべき映像のジャンルに応じて、入力映像信号の特徴量の変化に
対する光源の発光輝度の追従性を可変制御するので、最適な表示品位の映像表示を実現す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明に係る液晶表示装置の実施形態によれば、映像信号の特徴量として映像信号の１
フレームにおける平均輝度レベル（ＡＰＬ； Average Picture Level）を使用し、ＡＰＬ
の変化に応じてバックライト光源の発光輝度を制御する。この場合、液晶表示装置は、輝
度変換特性を規定する輝度変換テーブルを保持し、その輝度変換テーブルによる輝度制御
特性に従ってバックライト光源の発光輝度を制御する。
【００２０】
　ここで、バックライト光源の発光輝度制御に使用するＡＰＬの変化に対する追従性を、
デジタルフィルタを使用して可変設定可能とする。すなわち、デジタルフィルタを使用し
て、映像信号のフレーム毎のＡＰＬと、その過去の１または複数のフレーム（遅延フレー
ム）のＡＰＬとを用い、それぞれのフレームに設定した重み付けを用いて加重平均演算を
行うことで出力ＡＰＬを算出する。
【００２１】
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　上記各フレームの重み付けを変えて加重平均することで、映像信号に対するＡＰＬの時
間軸方向の追従性が変化し、その出力ＡＰＬに従ってバックライト光源の発光輝度を制御
している。つまり、上記重み付けを適宜変更することによって、結果として、入力映像信
号の特徴量の変化に対する時間軸方向のバックライト光源の発光輝度制御の追従性を可変
設定することができる。
【００２２】
　そして、上記ＡＰＬの変化に対するバックライト光源の発光輝度の追従性を、映像のジ
ャンルごとに設定することにより、ジャンルごとに固有の映像特性に応じた最適なバック
ライト光源の発光輝度制御を行うことができる。これにより、視聴者に違和感を生じさせ
ることなく、表示品位が改善された映像表示を行うことができるようになる。
【００２３】
　図１は、本発明による液晶表示装置の一実施形態の構成を説明するためのブロック図で
ある。液晶表示装置１において、チューナ１２は、アンテナ１１により受信した放送信号
を選局する。デコーダ１３は、チューナ１２で選局された放送信号をデコード処理して多
重分離し、液晶パネル２０を駆動するための映像信号と、放送信号の電子番組情報等に含
まれるジャンル情報とを出力する。
【００２４】
　デコーダ１３で分離された映像信号は、映像処理部１８で各種の映像処理が行われた後
、液晶パネル２０を駆動制御するＬＣＤコントローラ１９に入力する。ＬＣＤコントロー
ラ１９では、入力した映像信号に基づいて液晶パネル２０の図示しないゲートドライバ及
びソースドライバに対して液晶駆動信号を出力し、これにより映像信号に従う映像が液晶
パネル２０に表示される。
【００２５】
　またデコーダ１３で分離された上記映像信号は、ＡＰＬ測定部１４にも出力される。Ａ
ＰＬ測定部１４では、デコーダ１３から出力された映像信号の１フレームごとのＡＰＬを
測定する。測定されたＡＰＬはフィルタ１５に送られる。ＡＰＬは、本発明の映像特徴量
の一つに該当し、後述する輝度変換テーブルの輝度変換特性に基づき、ＡＰＬに応じたバ
ックライト光源の発光輝度制御が行われる。
【００２６】
　なお図１に示す例では、デコーダ１３でデコード処理された映像信号によりＡＰＬを測
定しているが、映像処理部１８による映像処理の後にＡＰＬを測定するようにしてもよい
。ただし、映像処理部１８では、例えばＯＳＤ（オンスクリーンディスプレイ）表示を行
う処理や、スケーリング処理、あるいはレターボックス表示（黒マスク等による画面領域
の制限）処理を行う場合がある。この場合、デコーダ１３から出力された（すなわち映像
処理部１８による映像処理を行っていない）映像信号からＡＰＬを測定すると、これら映
像処理による影響を受けることなく、真の映像信号に対応したバックライト光源の発光輝
度の制御を行うことができる。従って図１のように映像処理を行う前の映像信号からＡＰ
Ｌを測定する方がより好ましい。
【００２７】
　フィルタ１５は、ＡＰＬの測定値に応じてバックライト輝度を制御する際に、映像信号
のＡＰＬ変化の追従性を設定するものであり、例えば多段式のデジタルフィルタより構成
されている。フィルタ１５の具体的な構成例と、表示映像のジャンルに応じたフィルタ１
５の設定例については後述する。
【００２８】
　フィルタ１５から出力されたＡＰＬは、バックライト制御部１６に入力する。バックラ
イト制御部１６は、テーブル格納メモリ２２から選択された輝度変換テーブル２３に基づ
き、入力ＡＰＬに応じてバックライト輝度を調整するためのバックライト輝度調整信号を
出力する。バックライトユニット１７は、バックライト制御部１６から出力されたバック
ライト輝度調整信号に従ってバックライト光源の発光輝度を制御する。
【００２９】
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　バックライトユニット１７は、例えば図２に示すように、液晶パネル２０の背面に取り
付けられる筐体３０内に、細管形状の複数の蛍光管３１を等間隔に配設して構成される。
また拡散板３２によって蛍光管３１から発光された照明光を均一拡散する。
　この場合、例えばバックライトユニット１７は、バックライト制御部１６から入力する
バックライト輝度調整信号に従って、矩形波の高電位レベルと低電位レベルの信号期間比
（デューティ）が変化するパルス幅変調出力を調光信号として出力する調光制御回路と、
調光制御回路からの調光信号を受けてその調光信号に応じた周期及び電圧の交流電圧を発
生し、これを蛍光管３１に印加して点灯駆動するインバータ（いずれも図示せず）とを含
んでいる。インバータは、上記調光制御回路の出力が高電位レベルの時に動作し、低電位
レベルの時は動作を停止して、調光制御回路の出力デューティに応じて間欠動作を行うこ
とにより、光源の輝度が調節される。
【００３０】
　また、バックライトユニット１７は、図３に示すように、液晶パネル２０の背面に取り
付けられる筐体３０内に、赤色，緑色，青色の３原色からなる複数色のＬＥＤ光源、すな
わち赤色光源４１，緑色光源４２，及び青色光源４３を配設して構成してもよい。ＬＥＤ
光源の発光輝度は、個々のＬＥＤ光源に対するＬＥＤ電流によって制御することができる
。
　また、図示はしないが、バックライトユニット１７として上記のような蛍光管とＬＥＤ
とを併用した方式のものを適用することもできる。更に、蛍光管やＬＥＤ等の光源からの
光を、導光板を用いて面均一化とする、いわゆるサイドエッジ型と呼ばれる構成によって
液晶パネル２０を照明するようにしてもよい。
【００３１】
　また、液晶表示装置１は、リモコン装置２７から送信されるリモコン制御信号を受光す
るためのリモコン受光部２５を備えている。リモコン受光部２５は、例えば、赤外線によ
るリモコン操作信号を受信するための受光ＬＥＤにより構成されている。
　リモコン受光部２５によって受信したリモコン操作信号は、マイコン２１に入力され、
マイコン２１では入力したリモコン操作信号に従って所定の制御を行う。
【００３２】
　放送番組のジャンル情報は、例えば、地上デジタル放送やＢＳ，ＣＳデジタル放送の放
送信号に重畳して送信されてくる電子番組情報（以下「ＥＰＧ情報」と称す）の一部にジ
ャンルコードとして含まれている。
【００３３】
　上述のように放送信号はチューナ１２で受信され、デコーダ１３でデコード処理される
。この放送信号の中から多重分離されたジャンル情報としてジャンルコードが出力される
。なお、このジャンル情報は、チューナ１２で選局された放送信号から分離・取得する場
合に限られず、例えば、液晶表示装置１にＤＶＤ再生機やブルーレイディスク再生機など
の外部機器を接続し、その外部機器で再生した映像情報を液晶表示装置１で表示するとき
に、ＤＶＤ等のメディア媒体内に付加されたジャンルを表すフラグ（例えば「映画」を示
す識別コード）を検出することにより、そのジャンル情報を取得することができる。
【００３４】
　また、上記放送信号は、デジタル放送に限られず、アナログ放送であってもジャンル情
報の取得が可能である。例えば、ＡＤＡＭＳ－ＥＰＧは、アナログ放送に重畳されて送信
されるＥＰＧ情報である。
【００３５】
　また、ジャンル情報は、入力映像信号と同時に入力される他、映像信号とは別のサブ情
報として入力される場合がある。このとき、映像信号とジャンル情報が別々に入力されて
も、ジャンル情報がどの映像情報を示すのかが対応付けられ入力される。例えば、ＸＭＬ
ＴＶとはＷｅｂ上で公開されているＴＶ番組表を自動的に取得し、ＸＭＬ化して出力する
ためのアプリケーションであり、これを利用してネットワーク上から表示映像のジャンル
情報を取得することもできる。
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【００３６】
　ジャンル情報としてのジャンルコードは、例えば、図４に示すような地上デジタル放送
の規格により定められている。図４の例では、「ニュース／報道」、「スポーツ」、「情
報／ワイドショー」、「ドラマ」、「音楽」、「バラエティ」、「映画」、「アニメ／特
撮」、「ドキュメンタリー／教養」、「演劇／公演」、「趣味／教育」、「その他」のジ
ャンルが予め大分類として規定される。
　また、大分類ごとに複数の中分類が規定されている。例えば、「スポーツ」の大分類に
おいては、「スポーツニュース」、「野球」、「サッカー」、「ゴルフ」、「その他の球
技」、「相撲・格闘技」、「オリンピック・国際大会」、「マラソン・陸上・水泳」、「
モータースポーツ」、「マリン・ウィンタースポーツ」、「競馬・公営競技」、「その他
」が中分類として規定されている。
【００３７】
　本発明に係る液晶表示装置の実施形態では、ＡＰＬ測定部１４で測定した映像信号のＡ
ＰＬに応じてバックライト光源の発光輝度を制御する際に、表示映像が違和感なく視聴で
きるように、映像信号の特徴量に対するバックライト光源の発光輝度制御の追従性をジャ
ンルに応じて設定する。
【００３８】
　すなわち、ＡＰＬ測定部１４で測定された映像信号のＡＰＬをフィルタ１５に入力し、
時間軸上でのＡＰＬの変化の度合を制御することでバックライト光源の発光輝度制御の追
従性を制御することができる。そしてこのときに表示すべき映像に対応したジャンルを判
別し、判別したジャンルに応じてフィルタ１５の加重平均に使用する定数を変更すること
で、ジャンル毎の表示品位を最適化するバックライト光源の発光輝度制御を行うことが可
能となる。
【００３９】
　図５は、本発明の液晶表示装置に適用可能なデジタルフィルタの構成例を説明するため
の図である。上記図１のフィルタ１５として、図５に示すようなデジタルフィルタを適用
することができる。図５において、５１ａ～５１ｅは遅延フレームを示し、５２ａ～５２
ｄは重み付け係数の乗算器を示し、５３は加算器を示す。
【００４０】
　フィルタ１５に対しては、上述したようにＡＰＬ測定部１４から出力されたフレームご
とのＡＰＬが入力される。そのフレームに対してその過去の１または複数のフレーム（遅
延フレーム）分のＡＰＬとの間で、それぞれの重み付けに従って加重平均演算を行って、
出力ＡＰＬを算出する。すなわち、フィルタ１５は、現在のフレーム 過去のＮフレーム
（Ｎは自然数）におけるＡＰＬに対して、予め定めた重み付け係数を用いて加重平均演算
を行って出力し、その出力ＡＰＬを用いてバックライト光源の発光輝度を制御する。
【００４１】
　ここでは、フレームに対して反映させる過去のフレームの段数（遅延フレームの段数）
であるＮの値を可変設定可能とし、現在のフレームとその過去のＮフレーム（設定された
段数分）のそれぞれに対して重み付けを設定しておく。そして現在のフレームのＡＰＬと
使用段数分の遅延フレームのＡＰＬをそれぞれの重み付けに従って加重平均し出力される
。上記遅延フレームの段数と重み付け係数は、フィルタ１５の加重平均に使用される定数
の一例であり、遅延フレームの段数と重み付け係数のどちらか一方を設定することでも、
あるいは、両方を設定することでも対応が可能である。
【００４２】
　図５の例では、遅延フレームの段数を３段とし、現在のフレームと３フレーム分の遅延
フレームのＡＰＬとを、それぞれの重み付け係数に従って演算して出力ＡＰＬを決定して
いる。ここでは、現在のフレームの重み付け係数を０ .６とし、それぞれの遅延フレーム
の重み付け係数をそれぞれ、０ .２，０ .１，０ .１として、それぞれのフレームのＡＰＬ
に対して該当する重み付け係数を乗算し、得られた４フレーム分のＡＰＬの総和をとるこ
とにより、出力ＡＰＬとする。この場合、重み付けは、総和が１となる係数として設定さ

10

20

30

40

50

(7) JP 3953507 B2 2007.8.8

と



れているため、加重平均をとる場合には係数を乗算したＡＰＬの総和をとればよい。
【００４３】
　上記のような構成により、表示映像のジャンルに応じて、フィルタ１５の段数及び重み
付けを適宜可変設定することで、実際のＡＰＬ変化に従う出力ＡＰＬの追従性を可変する
ことができ、更にフィルタ機能のＯＮ／ＯＦＦ設定も可能である。
【００４４】
　なお、上記のデジタルフィルタとしては、それぞれの遅延フレームの重み付け乗算後の
ＡＰＬ値を、フィードバックしてループを形成するフィードバック型のフィルタを適用す
ることもできる。これにより、ＡＰＬの変化に対してより追従性を低くするように制御す
ることができる。
【００４５】
　更に、テーブルＮｏ．を変更したときの例として、図６に基づいて説明する。図６は、
テーブルＮｏ．を変更したときに、ある既定回数輝度を変更することによって徐々に変更
後のテーブルの輝度制御特性に移行する動作を示すフローチャートである。以下では、図
６を参照し、２５６フレームかけて輝度制御特性を変更する動作を説明する。
【００４６】
　現在参照しているテーブルＮｏ．がＰである場合において（Ｓ１１）、ジャンルコード
の変更があったことを検知したとき（Ｓ１２）、それに伴って変更後のジャンルコードに
対応した使用テーブルのＮｏ．が決定される（ここでは、テーブルのＮｏ．がＱに決定さ
れたとする）。同時に、変更回数ｃを１に設定する（Ｓ１３）。そして以下の式（１）に
従って、現在のテーブルＰと前記決定された使用テーブルＱとの重み付けによる変更輝度
を算出し、輝度を修正する（Ｓ１４）。
　修正輝度Ｐ’＝Ｐ（１－ｃ／２５６）＋Ｑ・ｃ／２５６　　（式１）
【００４７】
　そして、ｃ＝２５６であるか（設定回数である２５６回輝度を修正したか）を確認し（
Ｓ１５）、設定回数に達していないときは、カウント値ｃを１回更新し（Ｓ１７）、再度
上記式１によって、現在輝度をＰ’に修正する。そしてＳ１４→Ｓ１５→Ｓ１７の動作を
、所定回数だけ繰り返し、設定回数である２５６回修正を行った場合は、最終的に現在の
テーブルＰを使用テーブルＱに変更される（Ｓ１６）。上記例では２５６フレームかけて
輝度テーブルを徐々に修正する例を示したが、２５６フレームに限られるものではなく、
ジャンルコードの変更があったときに設定回数を可変することにより、バックライト光源
の発光輝度制御特性の切替時間（追従性）を変化させることができる。
【００４８】
　本実施形態では、上述のように、入力映像信号のＡＰＬに応じたバックライト光源の発
光輝度制御が行われ、このときに使用されるＡＰＬが上記フィルタ１５の重み付けに従っ
た加重平均により制御される。そして、表示映像のジャンルごとに、上記フィルタ１５の
加重平均に使用する定数を個々に設定可能としている。この定数（重み付け係数や使用す
る遅延フレームの段数）は、例えば、マイコン２１がアクセス可能なＲＯＭやＲＡＭ等の
図示しない記憶手段に記憶させて保持させておく。そしてマイコン２１は、取得した映像
のジャンル情報に基づいて、上記記憶手段に記憶させた定数を抽出し、フィルタ１５に設
定することで対応される。
【００４９】
　ここで、バックライト光源の発光輝度の制御は、テーブル格納メモリ２２から選択され
た輝度変換テーブル２３に基づき、映像信号のＡＰＬに応じて、バックライト輝度を調整
するためのバックライト輝度調整信号を出力することにより行われる。
【００５０】
　以下に、輝度変換テーブルにより制御されるバックライトの輝度変換特性の設定例を説
明する。図７は、バックライト光源の発光輝度を制御するための輝度変換特性の一例を説
明するための図である。なお、本発明がこの輝度変換特性に限られるものではないことは
言うまでもない。ＡＰＬは百分率で表し、表示映像が画面全体で全て黒の場合、ＡＰＬは
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０である。また表示映像の画面全体が全て最高値の白である場合は、ＡＰＬは１００％で
ある。
【００５１】
　図７において、横軸はＡＰＬ測定部で測定されたＡＰＬ（％）である。また図７の縦軸
はバックライト光源の発光輝度を％で示すもので、バックライト輝度を最も明るくしたと
きを１００％、バックライトを消灯したときを０％として表す。図７の例では、Ａ－Ｂ間
で示すＡＰＬが低い領域と、Ｂ－Ｃ間で示すＡＰＬが中間レベルである領域と、Ｃ－Ｄ間
で示すＡＰＬが高い領域に応じて、バックライトの制御特性を変更する。
【００５２】
　例えば、入力映像信号のＡＰＬが低い領域（Ａ－Ｂ間）では、バックライト光源の発光
輝度を高レベルの一定の値に設定している。ＡＰＬが低い領域は暗い映像であるので、画
面の眩しさや目への刺激等の影響が少ない。また一方では、暗い画面内のピーク部分が目
立つように且つ階調表現を向上させるため、バックライト光源の発光輝度を高く設定して
いる。
【００５３】
　また入力映像信号のＡＰＬが高い領域（Ｃ－Ｄ間）では、バックライト光源の発光輝度
を低レベルの一定の値に設定し、画面の眩しさ及び目への刺激への影響を極力低減させる
ようにしている。
　更に、入力映像信号のＡＰＬが中間付近の領域（Ｂ－Ｃ間）では、所定のレベルの傾き
をもってＡＰＬの増加に応じてバックライト光源の発光輝度が減少していくように制御し
ている。
【００５４】
　図８は、輝度制御テーブルを用いたバックライト光源の発光輝度の他の制御例を説明す
るための図で、本実施形態に適用可能な輝度制御特性の形状の他の例を示すものである。
　図８の例では、Ａ－Ｂ間で示すＡＰＬが低い領域（第１のＡＰＬ領域）と、Ｂ－Ｃ間で
示すＡＰＬが中間レベルである領域（第２のＡＰＬ領域）と、Ｃ－Ｄ間で示すＡＰＬが高
い領域（第３のＡＰＬ領域）に応じて、バックライト光源の制御特性を変更し、また中間
レベルの第２のＡＰＬ領域には、さらに特性変更点Ｇを設けて輝度制御特性の傾きを変え
ている。
【００５５】
　図８の輝度制御特性は、表示映像の画質を維持しつつ、バックライト光源のさらなる低
消費電力化を図ることを意図して設定されたものである。例えば、本例の輝度制御特性に
おいて最も低ＡＰＬ側に存在する特性変更点Ｂは、ＡＰＬが１０％の位置に設定され、最
も高ＡＰＬ側に存在する特性変更点ＣはＡＰＬが９０％の位置に設定される。また低ＡＰ
Ｌ側の特性変更点Ｂを、バックライトの発光輝度が最大となる特性変更点とする。
【００５６】
　放送される映像信号の９５％以上はＡＰＬが１０～９０％の信号領域に収まる。この信
号領域では上述した従来技術と同様、より低いＡＰＬ値（１０％付近）で光源発光輝度を
上げ、コントラスト感を向上させ、より高いＡＰＬ値（９０％付近）で光源発光輝度を下
げ、不要なまぶしさ感を軽減できるようにする。
【００５７】
　すなわち、ＡＰＬが１０～９０％の信号領域（領域Ｂ－Ｃ）では、ＡＰＬが大きくなる
に従ってバックライト光源の発光輝度を低減させていく。この領域には、さらに特性変更
点Ｇを設定して、変化の割合を変更している。
　そして、ＡＰＬが極めて低い０～１０％の信号領域（領域Ａ－Ｂ）では、バックライト
光源の最大輝度の特性変更点Ｂから、ＡＰＬが小さくなるほど発光輝度を減少させる。
　そしてＡＰＬが極めて高い９０～１００％の信号領域（領域Ｃ－Ｄ）では、さらにＡＰ
Ｌが大きくなるほどバックライト光源の発光輝度を減少させる。
【００５８】
　ＡＰＬが極めて高い９０～１００％の信号領域では、映像信号そのものに十分な輝度が
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あり、バックライト光源を明るくする意味はない。むしろ画面がまぶしく感じられて、視
聴者の目に悪影響を与えかねない。従ってこの信号領域では、ＡＰＬに対するバックライ
ト光源の発光輝度の変化の割合を、ＡＰＬが１０～９０％の信号領域におけるＡＰＬに対
する変化の割合よりも大きくして、バックライト光源の発光輝度をより低減することがで
きる。
【００５９】
　なお、上記輝度制御特性に関して、例えば代表的な表示手段であるＣＲＴ（ Cathode-Ra
y Tube）では、ＡＰＬが５０％程度を超えると、ＡＰＬの増大に従って画面の輝度が低下
する特性を有している。
　上記の輝度制御特性では、ＡＰＬが高い信号領域（領域Ｃ－Ｄ）においてＡＰＬの増加
に応じてバックライト光源の発光輝度を低下させるようにしており、ＣＲＴの輝度特性に
準じているので、視聴上の違和感は感じられず、画質の劣化も少ない。
　このように、輝度変換テーブルを使用して、映像信号のＡＰＬに応じたバックライト光
源の発光輝度を制御している。
【００６０】
　次に映像のジャンルに応じたバックライト制御の具体例を説明する。
　上述のように、本実施形態では、入力映像信号の特徴量に対するバックライト光源の発
光輝度制御の追従性をジャンルに応じて設定する。例えば、スポーツ番組では、その映像
の迫力やスピード感を重視し、バックライト光源の発光輝度制御の追従性を上げて、ＡＰ
Ｌの変換に対して発光輝度を素早く追従させるようにする。この場合、フィルタ１５が加
重平均演算を行うために用いる過去のフレーム数Ｎの値を小さくするか、現在のフレーム
に近いフレームほど重み係数を大きく設定するかのどちらか、あるいは、両方を行う。
【００６１】
　あるいは映画番組では、バックライト輝度の過度の変化による表示画像の不自然さや、
視聴者の目の疲れを抑制し、また字幕輝度の変化による違和感を抑制するために、バック
ライト光源の発光輝度制御の追従性を下げて、ＡＰＬの変化に対して発光輝度を緩やかに
追従させるようにする。この場合、フィルタ１５が加重平均演算を行うために用いる過去
のフレーム数Ｎの値を大きくするか、現在のフレームに近いフレームほど重み係数を小さ
く設定するかのどちらか、あるいは、両方を行う。
【００６２】
　このように、表示映像のジャンルに応じてフィルタ１５の定数（重み付け係数や使用す
る過去のフレーム数Ｎ）を設定することにより、コンテンツ種別（ジャンル）に特有な映
像特性に適応した最適なバックライト光源の発光輝度制御を実現することができるように
なる。
【００６３】
　図９は、ゴルフジャンルの映像信号を任意の一定期間受信したときのＡＰＬの特性例を
示す図で、図９（Ａ）はＡＰＬの頻度（時間）をヒストグラムで表した図、図９（Ｂ）は
時間軸方向のＡＰＬの変化をヒストグラムで表した図である。ゴルフジャンルは、図４の
ジャンルコードにおいて、大分類が“スポーツ”で中分類が“ゴルフ”に分類されるもの
である。
【００６４】
　ゴルフジャンルに分類されるゴルフ番組は、平均ＡＰＬが４９％であるが、例えばティ
ーショット時にティーグラウンドから空の映像に切り替わったときに、ＡＰＬが急激に変
化する。
　このようなゴルフ番組の映像信号では、フィルタ１５における遅延フレーム部分の重み
付けを大きくとると、映像信号のＡＰＬに対する追従性が緩やかになり、例えばティーシ
ョットから空に切り替わってＡＰＬが急激に変化したときに、空のシーンの画面の明るさ
が徐々に変化するため、視聴者にとって違和感が生じる。
【００６５】
　従って、ゴルフジャンルの映像信号では、急激なＡＰＬの変化時に違和感を生じないよ
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うにするために、バックライト輝度を映像信号のＡＰＬの変化に迅速に追従させるように
する。
　図１０は、ゴルフジャンルにおけるフィルタ１５の設定例を示す図である。図１０に示
すように、ゴルフジャンルの場合は、遅延フレームの使用段数を一段（過去の１フレーム
のみのＡＰＬを使用する）とする。そしてこのときの重み付け係数は、現在のフレームの
ＡＰＬを０ .９とし、最初の遅延フレームの重み付け係数を０ .１とする。
　このような重み付け係数の設定により、映像信号に急激なＡＰＬ変化があっても、視聴
者は違和感なく映像を視聴することができる。
【００６６】
　図１１は、映画ジャンルの映像信号のＡＰＬ特性の一例を示す図である。映画ジャンル
は、図４のジャンルコードにおいて、大分類が“映画”に分類されるものである。
　映画ジャンルのコンテンツは、全体にＡＰＬが低い暗い映像が多いが、一方では例えば
爆発のシーンなど高いＡＰＬの部分もある。
　映画ジャンルの場合は、映像信号の変化に対する追従性を高くとると、上記のゴルフの
例とは逆に、例えば字幕の明るさが目立って変化してしまい、視聴者にとって違和感が生
じることになる。従って、映画ジャンルの場合は、遅延フレームの使用段数や重み付け係
数を相対的に大きくとり、映像信号の特徴量の変化に応じた光源発光輝度の追従性を緩や
かにして視聴者の違和感をなくすようにする。
【００６７】
　上記のように、ジャンル毎にその映像特性に適応した最適なバックライト光源の輝度制
御を実現することが可能となる。
　図１２は、その他のジャンルにおける映像信号のＡＰＬの特性を示す図で、図１２（Ａ
）は、ジャンルコードの大分類が「ニュース／報道」である映像信号を示す図、図１２（
Ｂ）はジャンルコードの大分類が「アニメ／特撮」である映像信号を示す図、図１２（Ｃ
）は映像のジャンルコードの大分類が「スポーツ」で中分類が「サッカー」である映像信
号を示す図、図１２（Ｄ）は映像のジャンルコードの大分類が「スポーツ」で中分類が「
相撲・格闘技」である映像信号を示す図である。
【００６８】
　図１２に示すように、ジャンルに応じてそのＡＰＬ特性に特徴を有しているため、フィ
ルタ１５に設定する追従性（重み付け係数や遅延フレームの使用段数等の定数）をそのジ
ャンルに応じて適宜設定することができる。これにより、ユーザはどのようなジャンルで
あっても違和感なく視聴することができるようになり、表示品位が改善された液晶表示を
得ることができる。
　また、上記図７に示したような輝度変換特性を、映像のジャンル毎に個々に最適に設定
し、上記のフィルタ特性の最適設定と組み合わせることで、最適な表示品位と低消費電力
化を実現することができる。
【００６９】
　上述したようなジャンル別の輝度変換特性の制御に関し、現在のデジタル放送の規格に
おいて、ジャンルコードとして「大分類」及び「中分類」のみが規定されているが、今後
の規格の変更やバージョン・アップによっては小分類の規格も規定されることが予想され
る。この場合には、小分類ごとの事情に応じた光源の発光輝度の制御を行うようにするこ
とにより、より細かで適切な映像表示を行うことができる。
【００７０】
　なお、上記のようにジャンル情報に応じて光源の発光輝度を制御できる場合はよいが、
ジャンル情報が得られない場合もあり得る。また、ジャンルコードの大分類が「その他
」のときは、ジャンル情報が得られないに等しい。このような場合には、ユーザの視聴履
歴を参照し、過去にユーザがよく視聴しているジャンルを、表示すべき映像のジャンルで
あるものと推定することにより、推定したジャンルに対応するフィルタの定数を用いて、
バックライト光源の発光輝度を制御するＡＰＬを得るようにしてもよい。
【００７１】
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　また、上記の例では入力映像信号の映像特徴量としてＡＰＬを使用し、ＡＰＬに応じて
フィルタ１５の追従性を制御しているが、上記映像特徴量はＡＰＬに限ることなく、例え
ば、入力映像信号の１フレームのピーク輝度の状態（有無または多少）を利用するように
してもよい。
　あるいは入力映像信号の映像特徴量として、１フレーム内の所定領域（期間）における
最大輝度レベルや最小輝度レベル、輝度分布状態（ヒストグラム）を用いたり、これらを
組み合わせて求めた映像特徴量に基づき、バックライト光源の発光輝度を可変制御するよ
うにしてもよい。
【００７２】
　また、ＡＰＬを用いる場合、ＡＰＬを求めるために１フレーム全ての映像信号の輝度レ
ベルの平均値を求める必要はなく、例えば、表示映像の端部を除外した中央付近の映像信
号の輝度レベルの平均値を求めて、これを映像特徴量として用いるようにしてもよい。例
えば、放送受信信号から分離・取得されたジャンル情報に基づいて、予め設定された（文
字・記号等が重畳されている可能性が高い）画面領域を除外するようにゲート制御して、
所定の一部領域のみの映像特徴量を測定するようにしてもよい。図１３には、ジャンルが
中分類で「野球」を仮定した場合のＡＰＬの測定除外範囲の概念を示したが、右上、左下
も含めた四隅全てを除外範囲としてもよい。
【００７３】
　また、ジャンル情報に応じてフィルタ１５に設定する定数を自動的に切り換えることに
加えて、ユーザがリモコンなどにより、メニュー設定画面から上記定数を選択するような
構成としておけば、ユーザが所望する追従性をもった輝度変換特性を利用することができ
るため、ユーザビリティを向上させることができる。
【００７４】
　なお、上記のような輝度変換制御は、図２あるいは図３に示すようなバックライトユニ
ット１７を備えた直視型の液晶表示装置のみならず、液晶プロジェクタのような投影型表
示装置に対しても適用できる。この場合も液晶パネルの背面側から光源光を照射すること
によって、映像表示が行われ、この光源光の発光輝度を上記の輝度変換特性に従って制御
すればよい。
【００７５】
　＜第２の実施形態＞
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。第１の実施形態においては、入力映
像信号のＡＰＬが大きいほど光源の発光輝度を小さくするように制御するのみの表示装置
についての説明であったが、本実施形態においては光源制御に加えて、映像信号の処理を
加えてもよいことを説明する。
【００７６】
　図１４に本実施形態に係るジャンル（大分類）ごとの輝度制御テーブルの例を示す。本
実施形態の輝度変換特性は、第１の実施形態と異なり、入力映像信号の映像特徴量として
のＡＰＬが大きいほど光源の発光輝度を高くする輝度変換特性となっている。これは、Ａ
ＰＬが低い映像は全体的に暗い映像と言えるから、暗い映像のときに光源輝度を低くする
とともに、映像信号レベルを伸張してダイナミックレンジを拡大することにより、黒レベ
ルを十分に抑えてコントラスト感を向上させることを目的としている。同様に、ＡＰＬが
高い映像に対しては、映像信号レベルを圧縮するとともに、光源の発光輝度を大きくして
、白潰れの発生を抑制している。
【００７７】
　このように、入力映像信号の特徴量に対応して光源の発光輝度制御を行うと同時に、映
像信号の伸縮処理を行うことにより、表示映像のコントラスト感を向上させるものにおい
て本発明を適用してもよく、この場合も、コンテンツ種別毎に最適な光源制御を行うこと
により、コントラスト感を維持しつつ、消費電力を低減することが可能となる。
【００７８】
　また、上記実施形態において、光源の発光輝度の適切な制御に加えて、ガンマ補正やコ
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ントラスト補正等の階調変換特性の変更を組み合わせることによっても、コンテンツ種別
毎に最適な映像表現を行うことが可能である。例えば、映画ではＡＰＬが低い映像である
ため図１５の曲線Ｄに示すような特性を用いて階調変換することにより低階調部分の表現
力を向上させる。スポーツでは、ＡＰＬが高い映像であるため曲線Ｅに示すような特性を
用いて階調変換することにより高階調部分の表現力を向上させる。ニュース／報道の場合
は、階調変換することなく図１５の直線Ａの特性で映像表示すればよい。
【００７９】
　このとき、映像信号に対する階調変換処理を行うと、上述した理由により、表現可能な
階調数の低減を招来するので、入力映像信号に対応して液晶表示パネルを駆動するための
基準階調電圧を可変するように構成すればよい。具体的には、予め定められた複数の基準
階調電圧データを格納しておき、これらを表示すべき映像のジャンルに応じて切り替え選
択することにより、コンテンツ種別毎に最適なガンマ補正やコントラスト補正等を行うこ
とが可能である。
　なお、本実施形態においても輝度変換特性は、図１５のＡ、Ｂ、Ｃのような線形の特性
であるか、Ｄ、Ｅのような非線形の特性であるかは問わない。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明による液晶表示装置の一実施形態の構成を説明するためのブロック図であ
る。
【図２】本発明の液晶表示装置に適用可能なバックライトユニットの構成例を示す図であ
る。
【図３】本発明の液晶表示装置に適用可能なバックライトユニットの他の構成例を示す図
である。
【図４】デジタル放送の規格で定められたジャンルコードの一例を示す図である。
【図５】本発明の液晶表示装置に適用可能なデジタルフィルタの構成例を説明するための
図である。
【図６】テーブルＮｏ．を変更したときに、ある既定回数輝度を変更することによって徐
々に変更後のテーブルの輝度制御特性に移行する動作を示すフローチャートである。
【図７】バックライト光源の発光輝度を制御するための輝度変換特性の一例を説明するた
めの図である。
【図８】バックライト光源の発光輝度を制御するための輝度変換特性の他の例を説明する
ための図である。
【図９】ゴルフジャンルの映像信号を一定期間受信したときのＡＰＬの特性例を示す図で
ある。
【図１０】ゴルフジャンルにおけるフィルタ１５の設定例を示す図である。
【図１１】映画ジャンルの映像信号のＡＰＬ特性の一例を示す図である。
【図１２】その他のジャンルにおける映像信号のＡＰＬの特性を示す図である。
【図１３】ＡＰＬの測定除外範囲の一例を示す図である。
【図１４】光源の発光輝度の制御と同時に映像信号も伸縮して映像表示を行う際に用いる
輝度変換テーブルの例を示す図である。
【図１５】階調特性を説明するための図である。
【符号の説明】
【００８１】
１…液晶表示装置、１１…アンテナ、１２…チューナ、１３…デコーダ、１４…ＡＰＬ測
定部、１５…フィルタ、１６…バックライト制御部、１７…バックライトユニット、１８
…映像処理部、１９…ＬＣＤコントローラ、２０…液晶パネル、２１…マイコン、２２…
テーブル格納メモリ、２３…輝度変換テーブル、２５…リモコン受光部、２７…リモコン
装置、３０…筐体、３１…蛍光管、３２…拡散板、４１…赤色光源、４２…緑色光源、４
３…青色光源、５１ａ～５１ｅ…遅延フレーム、５２ａ～５２ｄ…重み付け係数の乗算器
、５３…加算器。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】
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要解决的问题：显示最适合要显示的视频类型的显示质量的视频。 
ŽSOLUTION：在液晶显示装置中，当根据APL测量部分14测量的视频信
号的APL控制背光的亮度时，背光亮度的变化对于变化的跟踪能力。根
据类型设置视频信号的特征值，以便可以在没有任何不适感的情况下观
看显示视频。也就是说，由APL测量部分14测量的视频信号的APL被输
入到滤波器15.对APL沿时间轴的变化程度进行加权平均控制以控制控制
的跟踪能力。背光照度。在该控制中，判断要显示的视频的类型，并且
根据判断的类型改变用于滤波器15的加权平均的常数。因此，可以优化
每种类型的显示质量。 Ž
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